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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の通信事業者が提供する通信ネットワークにおける通信を中継する中継装置であっ
て、
　前記通信ネットワークを使用して通信を行う端末から、前記端末が取得する予定のコン
テンツのアドレスと、前記端末を識別する端末識別情報を取得する取得部と、
　前記端末識別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合わせを一意に特定する識別子
をパラメータ情報として含む前記中継装置のアドレスを、前記コンテンツの中継アドレス
として前記端末に送信する送信部と、
　前記端末の通信を暗号化するプロキシサーバから前記中継アドレスへのアクセスを受け
付けると、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのアドレス
に基づいてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前記中継アドレスへのアクセス元であ
る前記プロキシサーバに送信する中継部と、
　前記コンテンツの取得に要した通信量と、前記中継アドレスに含まれる識別子に対応す
る前記端末識別情報とを関連付けて、前記コンテンツの提供時における前記通信ネットワ
ークの使用に係る通信費用を請け負うサービスに対応しているプロバイダへの請求に関す
る通信履歴情報として記憶部に記憶させる記憶制御部と、
　を備える中継装置。
【請求項２】
　前記送信部は、前記取得部が取得したアドレスに対応するコンテンツが前記サービスに
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対応している場合に、前記識別子をパラメータ情報として含み、前記中継装置のアドレス
を、前記コンテンツの中継アドレスとして前記端末に送信する、
　請求項１に記載の中継装置。
【請求項３】
　前記取得部が取得したアドレスに対応する前記コンテンツが前記サービスに対応してい
る場合に、前記識別子を生成し、当該識別子を前記端末識別情報と当該アドレスと関連付
けて記憶部に記憶させる識別子生成部をさらに備え、
　前記中継部は、前記中継アドレスへのアクセスを受け付けると、当該中継アドレスに含
まれる識別子に関連付けられて前記記憶部に記憶されている前記コンテンツのアドレスを
特定する、
　請求項１又は２に記載の中継装置。
【請求項４】
　前記中継装置は、前記通信ネットワークにおけるゲートウェイであり、
　前記中継部は、前記中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのア
ドレスにアクセスして前記コンテンツを取得する場合に、当該識別子に対応する端末識別
情報をコンテンツの要求元とし、当該端末識別情報を送信先とする前記コンテンツを受信
すると、当該コンテンツを前記中継アドレスへのアクセス元に送信する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の中継装置。
【請求項５】
　所定の通信事業者が提供する通信ネットワークにおける通信を中継する中継装置と、前
記通信ネットワークを使用して通信を行う端末とを備える通信システムであって、
　前記端末は、
　前記端末を識別する端末識別情報と、前記端末が取得する予定のコンテンツのアドレス
とを前記中継装置に通知し、前記端末識別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合わ
せを一意に特定する識別子をパラメータ情報として含む前記中継装置のアドレスを、前記
コンテンツの中継アドレスとして取得する通知部と、
　前記中継アドレスを宛先とする前記コンテンツの取得要求を行うコンテンツ取得部と、
　を有し、
　前記中継装置は、
　前記端末から、前記コンテンツのアドレスと、前記端末識別情報を取得する取得部と、
　前記中継アドレスを前記端末に送信する送信部と、
　前記端末の通信を暗号化するプロキシサーバから前記中継アドレスへのアクセスを受け
付けると、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのアドレス
に基づいてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前記中継アドレスへのアクセス元であ
る前記プロキシサーバに送信する中継部と、
　前記コンテンツの取得に要した通信量と、前記中継アドレスに含まれる識別子に対応す
る前記端末識別情報とを関連付けて、前記コンテンツの提供時における前記通信ネットワ
ークの使用に係る通信費用を請け負うサービスに対応しているプロバイダへの請求に関す
る通信履歴情報として記憶部に記憶させる記憶制御部と、
　を有する、
　通信システム。
【請求項６】
　コンピュータが実行する、
　所定の通信事業者が提供する通信ネットワークを使用して通信を行う端末から、前記端
末が取得する予定のコンテンツのアドレスと、前記端末を識別する端末識別情報を取得す
るステップと、
　前記端末識別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合わせを一意に特定する識別子
をパラメータ情報として含む前記コンピュータのアドレスを、前記コンテンツの中継アド
レスとして前記端末に送信するステップと、
　前記端末の通信を暗号化するプロキシサーバから前記中継アドレスへのアクセスを受け
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付けると、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのアドレス
に基づいてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前記中継アドレスへのアクセス元であ
る前記プロキシサーバに送信するステップと、
　前記コンテンツの取得に要した通信量と、前記中継アドレスに含まれる識別子に対応す
る前記端末識別情報とを関連付けて、前記コンテンツの提供時における前記通信ネットワ
ークの使用に係る通信費用を請け負うサービスに対応しているプロバイダへの請求に関す
る通信履歴情報として記憶部に記憶させるステップと、
　を備える通信履歴記憶方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継装置、通信システム及び通信履歴記憶方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯端末が、携帯電話網を介してコンテンツを取得した場合に、携帯電話網を提
供する通信事業者が、コンテンツの取得に対して行われた通信に係る費用をコンテンツを
提供するプロバイダに請求するスポンサードデータサービスが知られている（例えば、特
許文献１を参照）。
【０００３】
　図５は、従来のスポンサードデータサービスの概要を示す図である。図５に示すように
、通信事業者は、自身が提供する通信ネットワークＮにおいて、携帯端末１０２の通信を
監視し、当該携帯端末１０２がコンテンツを取得したときのコンテンツの取得に係る通信
履歴を記録する。そして、通信事業者は、当該通信履歴に基づいて、コンテンツの取得に
関する通信費用を携帯端末１０２のユーザに請求せずに、プロバイダに請求する。プロバ
イダは、携帯端末１０２のコンテンツへのアクセスを記録しておき、当該アクセスと、コ
ンテンツの取得に関する通信費用の請求内容とを照合し、通信費用を通信事業者に支払う
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－１２１０７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、ウェブコンテンツを解析するコンテンツ解析事業者が、ウェブアクセスに関する
解析を行うためにプロキシサーバを提供し、携帯端末からコンテンツ提供装置へのアクセ
スを、当該プロキシサーバ経由にすることが行われている。
【０００６】
　図６は、携帯端末がプロキシサーバを介してコンテンツ提供装置にアクセスする例を示
す図である。図６に示すように、携帯端末１０２とプロキシサーバ１０３との間の通信に
は、ＨＴＴＰＳ（Hypertext Transfer Protocol Secure）等が用いられることにより、通
信が暗号化されることがある。
【０００７】
　この場合、通信事業者が提供する通信ネットワークＮを通過する、携帯端末１０２とプ
ロキシサーバ１０３との間で送受信される通信データも暗号化される。このため、通信事
業者は、携帯端末１０２がプロキシサーバ１０３を介してコンテンツを取得したときのコ
ンテンツの取得に係る通信履歴を記録することができないという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、携帯端末が送受信するデー
タが暗号化される場合であっても、携帯端末がコンテンツを取得したときの通信履歴を記
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憶することができる中継装置、通信システム及び通信履歴記憶方法を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様に係る中継装置は、所定の通信事業者が提供する通信ネットワーク
における通信を中継する中継装置であって、前記通信ネットワークを使用して通信を行う
端末から、前記端末が取得する予定のコンテンツのアドレスと、前記端末を識別する端末
識別情報を取得する取得部と、前記端末識別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合
わせを一意に特定する識別子をパラメータ情報として含む前記中継装置のアドレスを、前
記コンテンツの中継アドレスとして前記端末に送信する送信部と、前記中継アドレスへの
アクセスを受け付けると、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテ
ンツのアドレスに基づいてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前記中継アドレスへの
アクセス元に送信する中継部と、前記コンテンツの取得に要した通信量と、前記中継アド
レスに含まれる識別子に対応する前記端末識別情報とを関連付けて、前記コンテンツの提
供時における前記通信ネットワークの使用に係る通信費用を請け負うサービスに対応して
いるプロバイダへの請求に関する通信履歴情報として記憶部に記憶させる記憶制御部と、
を備える。
【００１０】
　前記送信部は、前記取得部が取得したアドレスに対応するコンテンツが前記サービスに
対応している場合に、前記識別子をパラメータ情報として含み、前記中継装置のアドレス
を、前記コンテンツの中継アドレスとして前記端末に送信してもよい。
【００１１】
　前記中継装置は、前記取得部が取得したアドレスに対応する前記コンテンツが前記サー
ビスに対応している場合に、前記識別子を生成し、当該識別子を前記端末識別情報と当該
アドレスと関連付けて記憶部に記憶させる識別子生成部をさらに備え、前記中継部は、前
記中継アドレスへのアクセスを受け付けると、当該中継アドレスに含まれる識別子に関連
付けられて前記記憶部に記憶されている前記コンテンツのアドレスを特定してもよい。
【００１２】
　前記中継装置は、前記通信ネットワークにおけるゲートウェイであり、前記中継部は、
前記中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのアドレスにアクセス
して前記コンテンツを取得する場合に、当該識別子に対応する端末識別情報をコンテンツ
の要求元とし、当該端末識別情報を送信先とする前記コンテンツを受信すると、当該コン
テンツを前記中継アドレスへのアクセス元に送信してもよい。
【００１３】
　本発明の第２の態様に係る通信システムは、所定の通信事業者が提供する通信ネットワ
ークにおける通信を中継する中継装置と、前記通信ネットワークを使用して通信を行う端
末とを備える通信システムであって、前記端末は、前記端末を識別する端末識別情報と、
前記端末が取得する予定のコンテンツのアドレスとを前記中継装置に通知し、前記端末識
別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合わせを一意に特定する識別子をパラメータ
情報として含む前記中継装置のアドレスを、前記コンテンツの中継アドレスとして取得す
る通知部と、前記中継アドレスを宛先とする前記コンテンツの取得要求を行うコンテンツ
取得部と、を有し、前記中継装置は、前記端末から、前記コンテンツのアドレスと、前記
端末識別情報を取得する取得部と、前記中継アドレスを前記端末に送信する送信部と、前
記中継アドレスへのアクセスを受け付けると、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に
対応する前記コンテンツのアドレスに基づいてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前
記中継アドレスへのアクセス元に送信する中継部と、前記コンテンツの取得に要した通信
量と、前記中継アドレスに含まれる識別子に対応する前記端末識別情報とを関連付けて、
前記コンテンツの提供時における前記通信ネットワークの使用に係る通信費用を請け負う
サービスに対応しているプロバイダへの請求に関する通信履歴情報として記憶部に記憶さ
せる記憶制御部と、を有する。
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【００１４】
　本発明の第３の態様に係る通信履歴記憶方法は、コンピュータが実行する、所定の通信
事業者が提供する通信ネットワークを使用して通信を行う端末から、前記端末が取得する
予定のコンテンツのアドレスと、前記端末を識別する端末識別情報を取得するステップと
、前記端末識別情報と前記コンテンツのアドレスとの組み合わせを一意に特定する識別子
をパラメータ情報として含む前記コンピュータのアドレスを、前記コンテンツの中継アド
レスとして前記端末に送信するステップと、前記中継アドレスへのアクセスを受け付ける
と、当該中継アドレスに含まれる前記識別子に対応する前記コンテンツのアドレスに基づ
いてコンテンツを取得し、当該コンテンツを前記中継アドレスへのアクセス元に送信する
ステップと、前記コンテンツの取得に要した通信量と、前記中継アドレスに含まれる識別
子に対応する前記端末識別情報とを関連付けて、前記コンテンツの提供時における前記通
信ネットワークの使用に係る通信費用を請け負うサービスに対応しているプロバイダへの
請求に関する通信履歴情報として記憶部に記憶させるステップと、を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、携帯端末が送受信するデータが暗号化される場合であっても、携帯端
末がコンテンツを取得したときの通信履歴を記憶することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施形態に係る通信システムの概要を示す図である。
【図２】本実施形態に係る携帯端末の構成を示す図である。
【図３】本実施形態に係る中継装置の構成を示す図である。
【図４】本実施形態における携帯端末がコンテンツ提供装置からコンテンツを取得すると
きの処理の流れを示すシーケンス図である。
【図５】従来のスポンサードデータサービスの概要を示す図である。
【図６】携帯端末がプロキシサーバを介してコンテンツ提供装置にアクセスする例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［通信システムＳの概要］
　図１は、本実施形態に係る通信システムＳの概要を示す図である。通信システムＳは、
携帯端末１と、中継装置２とを備える。通信システムＳは、携帯端末１がコンテンツ提供
装置４からコンテンツを取得したときに行われた通信に係る費用を、当該コンテンツを提
供するプロバイダに請求するスポンサードデータサービスを実現するために用いられる。
【００１８】
　本実施形態において、コンテンツ提供装置４は、例えば、コンテンツを提供するウェブ
サーバである。コンテンツ提供装置４は、スポンサードデータサービスに対応するプロバ
イダにより運営される。コンテンツ提供装置４からコンテンツが提供される場合に、通信
ネットワークＮにおいて行われる通信に係る費用は、当該プロバイダが負担する。なお、
本実施形態では、コンテンツ提供装置４は、通信システムＳに含まれないこととしたが、
これに限らず、通信システムＳに含まれてもよい。
【００１９】
　プロキシサーバ３は、例えば、ウェブコンテンツを解析するコンテンツ解析事業者が、
ウェブアクセスに関する解析を行うために用いるサーバである。プロキシサーバ３は、Ｈ
ＴＴＰＳ等の通信プロトコルを使用して携帯端末１と通信することにより、携帯端末１と
プロキシサーバ３との間の通信を暗号化する。
【００２０】
　携帯端末１は、例えば、スマートフォン等の携帯電話機であり、通信ネットワークＮを
使用した通信を行う。本実施形態において、携帯端末１は、プロキシサーバ３を介して、
コンテンツ提供装置４からコンテンツを取得することができる。
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【００２１】
　中継装置２は、例えば、所定の通信事業者が提供する通信ネットワークＮにおけるゲー
トウェイである。中継装置２は、例えば、通信ネットワークＮを提供する通信事業者によ
り管理される。中継装置２は、通信ネットワークＮにおいて、携帯端末１の通信を監視し
、当該携帯端末１のコンテンツの取得に係る通信履歴を記録する。
【００２２】
　携帯端末１とプロキシサーバ３との間の通信が暗号化されている場合、中継装置２は、
携帯端末１がコンテンツを取得していることを特定することができず、コンテンツの取得
に係る通信履歴を記録することができなくなる。これに対して、中継装置２は、携帯端末
１がプロキシサーバ３を介してコンテンツ提供装置４からコンテンツを取得する場合に、
図１に示すように、プロキシサーバ３及び中継装置２を介してコンテンツを取得するよう
に制御する。
【００２３】
　中継装置２は、携帯端末１がコンテンツ提供装置４からコンテンツを取得するときの通
信を中継する際に、携帯端末１を識別する端末識別情報を特定する。中継装置２は、コン
テンツの取得に要した通信量と、当該端末識別情報とを関連付けた通信履歴情報を記憶す
る。このようにすることで、中継装置２は、携帯端末１とプロキシサーバ３との間で送受
信される通信データが暗号化される場合であっても、携帯端末１がコンテンツを取得した
ときの通信履歴を記憶することができる。
　以下、携帯端末１及び中継装置２の構成について説明する。
【００２４】
［携帯端末１の構成例］
　まず、携帯端末１の構成について説明する。図２は、本実施形態に係る携帯端末１の構
成を示す図である。
　携帯端末１は、入力部１１と、表示部１２と、無線部１３と、記憶部１４と、制御部１
５とを備える。
【００２５】
　入力部１１は、例えば、ボタンや、表示部１２に重畳して配置される接触センサ等によ
り構成されており、携帯端末１のユーザから操作入力を受け付ける。
　表示部１２は、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディス
プレイ等により構成される。表示部１２は、制御部１５の制御に応じて各種情報を表示す
る。
【００２６】
　無線部１３は、制御部１５から出力された信号を変調してＲＦ（Radio Frequency）信
号を生成し、アンテナ（不図示）を介して当該ＲＦ信号をアクセスポイント（不図示）又
は基地局（不図示）に無線送信する。無線部１３は、アンテナを介してアクセスポイント
又は基地局から受信したＲＦ信号を復調し、復調により得られた信号を制御部１５に出力
する。
【００２７】
　記憶部１４は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memo
ry）等である。記憶部１４は、携帯端末１を機能させるための各種プログラムを記憶する
。例えば、記憶部１４は、携帯端末１の制御部１５を、後述する通知部１５１、コンテン
ツ取得部１５２、及び出力部１５３として機能させるコンテンツ取得プログラムを記憶す
る。ここで、コンテンツ取得プログラムは、例えばブラウザアプリケーションや、コンテ
ンツを閲覧するための閲覧アプリケーションである。
【００２８】
　制御部１５は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）である。制御部１５は、記
憶部１４に記憶されている各種プログラムを実行することにより、携帯端末１に係る機能
を制御する。制御部１５は、コンテンツ取得プログラムを実行することにより、通知部１
５１、コンテンツ取得部１５２、及び出力部１５３として機能する。これらの機能の詳細
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については後述する。
【００２９】
［中継装置２の構成例］
　続いて、中継装置２の構成について説明する。図３は、本実施形態に係る中継装置２の
構成を示す図である。
　中継装置２は、通信部２１と、記憶部２２と、制御部２３とを備える。
【００３０】
　通信部２１は、携帯端末１、プロキシサーバ３及びコンテンツ提供装置４と情報を送受
信するための通信インターフェースである。
　記憶部２２は、例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭ等である。記憶部２２は、中継装置２を機能
させるための各種プログラムを記憶する。例えば、記憶部２２は、中継装置２の制御部２
３を、後述する取得部２３１、識別子生成部２３２、送信部２３３、中継部２３４及び記
憶制御部２３５として機能させる中継用プログラムを記憶する。
【００３１】
　制御部２３は、例えばＣＰＵである。制御部２３は、記憶部２２に記憶されている各種
プログラムを実行することにより、中継装置２に係る機能を制御する。制御部２３は、中
継用プログラムを実行することにより、取得部２３１、識別子生成部２３２、送信部２３
３、中継部２３４及び記憶制御部２３５として機能する。
【００３２】
［コンテンツ取得に係る処理の流れ］
　以下に、携帯端末１がコンテンツ提供装置４からコンテンツを取得するときの処理の流
れを示すシーケンス図を参照しながら、制御部１５及び制御部２３が備える各機能につい
て説明を進める。図４は、本実施形態における携帯端末１がコンテンツ提供装置４からコ
ンテンツを取得するときの処理の流れを示すシーケンス図である。ここでは、携帯端末１
が実行するコンテンツ取得プログラムがブラウザアプリケーションである例について説明
する。
【００３３】
　まず、携帯端末１の通知部１５１は、コンテンツ提供装置４が提供するコンテンツのう
ち、携帯端末１が取得する予定のコンテンツのアドレスを示すコンテンツＵＲＬを含む通
知情報を中継装置２に送信することにより、端末識別情報とコンテンツＵＲＬとを通知す
る（Ｓ１）。例えば、携帯端末１の通知部１５１は、携帯端末１がアクセスするＵＲＬを
監視し、当該ＵＲＬがコンテンツＵＲＬである場合に、通知情報を中継装置２に送信する
。通知情報を格納するパケットには、送信元の情報として、携帯端末１のＩＰアドレスが
含まれている。
【００３４】
　中継装置２の取得部２３１は、携帯端末１から、当該携帯端末１が取得する予定のコン
テンツのアドレスと、当該携帯端末１を識別する端末識別情報を取得する。具体的には、
取得部２３１は、携帯端末１から受信した通知情報に含まれているコンテンツのアドレス
を示すコンテンツＵＲＬを取得するとともに、通知情報を格納するパケットに含まれてい
る送信元のＩＰアドレスを端末識別情報として取得する。なお、端末識別情報は、ＩＰア
ドレスに限らず、携帯端末１を識別できる情報であれば、他の情報であってもよい。
【００３５】
　続いて、中継装置２の識別子生成部２３２は、端末識別情報と、コンテンツＵＲＬとの
組み合わせを一意に特定する識別子を生成する（Ｓ２）。具体的には、識別子生成部２３
２は、取得部２３１が取得したコンテンツＵＲＬに基づいて、当該コンテンツＵＲＬに対
応するコンテンツがスポンサードデータサービスに対応しているか否かを判定する。識別
子生成部２３２は、取得部２３１が取得したコンテンツＵＲＬに対応するコンテンツがス
ポンサードデータサービスに対応していると判定すると、識別子を生成する。例えば、識
別子生成部２３２は、コンテンツＵＲＬと端末識別情報とを連結した文字列のハッシュ値
を生成することにより、識別子を生成する。このようにすることで、中継装置２は、コン
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テンツＵＲＬがスポンサードデータサービスに対応していない場合に識別子が生成されて
しまうことを防止することができる。
【００３６】
　識別子生成部２３２は、生成した識別子が記憶部２２に既に記憶されていない場合、当
該識別子を、取得部２３１が取得した端末識別情報と、コンテンツＵＲＬとに関連付けて
記憶部２２に記憶させる（Ｓ３）。
【００３７】
　続いて、中継装置２の送信部２３３は、コンテンツがスポンサードデータサービスに対
応している場合に、コンテンツの中継アドレスとしての中継ＵＲＬを、通知情報の送信元
の携帯端末１に送信する（Ｓ４）。具体的には、送信部２３３は、識別子生成部２３２が
生成した識別子をパラメータ情報として含む中継装置２のアドレスとしてのＵＲＬを、中
継ＵＲＬとして携帯端末１に送信する。このようにすることで、中継装置２は、スポンサ
ードデータサービスに対応していない不要なアクセスを受け付けてしまうことを防止する
ことができる。
【００３８】
　携帯端末１の通知部１５１は、中継ＵＲＬを受信すると、コンテンツのＵＲＬと関連付
けて記憶部１４に記憶させる。
　携帯端末１のコンテンツ取得部１５２は、ブラウザアプリケーションに予め設定されて
いるプロキシサーバ３のホスト名宛に暗号通信路としてのＴＬＳ（Transport Layer Secu
rity）コネクションを確立する（Ｓ５）。
【００３９】
　続いて、コンテンツ取得部１５２は、ＴＬＳコネクションを用いて、コンテンツの取得
要求をプロキシサーバ３に送信する（Ｓ６）。ここで、コンテンツ取得部１５２は、ＴＬ
Ｓコネクションを用いて、中継装置２から受信した中継ＵＲＬを宛先とするコンテンツの
取得要求を送信する。携帯端末１は、プロキシサーバ３とＴＬＳコネクションを接続して
いることから、コンテンツの取得要求をプロキシサーバ３に送信する。
　プロキシサーバ３は、コンテンツの取得要求を受信すると、コンテンツの取得要求が示
す中継ＵＲＬを宛先とする、コンテンツの取得要求を送信する（Ｓ７）。
【００４０】
　続いて、中継装置２の中継部２３４は、中継ＵＲＬへのアクセスを受け付けると、当該
中継ＵＲＬに含まれる識別子に対応するコンテンツＵＲＬに基づいてコンテンツを取得し
、当該コンテンツを中継ＵＲＬへのアクセス元に送信する。
【００４１】
　具体的には、中継部２３４は、プロキシサーバ３から中継ＵＲＬを宛先とするコンテン
ツの取得要求を取得すると、当該中継ＵＲＬにパラメータ情報として含まれている識別子
を抽出する。そして、中継部２３４は、記憶部２２において、抽出した識別子に関連付け
られているコンテンツＵＲＬと、端末識別情報とを特定する（Ｓ８）。
【００４２】
　中継部２３４は、特定したコンテンツＵＲＬを宛先とするコンテンツの取得要求をコン
テンツ提供装置４に送信する（Ｓ９）。ここで、中継部２３４は、中継ＵＲＬに含まれる
識別子に対応するコンテンツＵＲＬにアクセスしてコンテンツを取得する場合に、当該識
別子に対応する端末識別情報をコンテンツの要求元とする。
【００４３】
　コンテンツ提供装置４は、コンテンツの取得要求を中継装置２から受信すると、コンテ
ンツを中継装置２に送信する（Ｓ１０）。ここで、コンテンツの要求元は端末識別情報で
あることから、コンテンツ提供装置４は、端末識別情報に基づいて、携帯端末１を特定し
、当該携帯端末１に対応するコンテンツを提供することができる。例えば、コンテンツ提
供装置４は、予め端末識別情報と、コンテンツの状態（例えば、コンテンツが動画である
場合には解像度等）とを関連付けて記憶部に記憶しておく。コンテンツ提供装置４は、コ
ンテンツの要求元を示す端末識別情報に関連付けられているコンテンツの状態を特定し、
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当該状態のコンテンツを中継装置２に送信する。
【００４４】
　中継装置２の中継部２３４は、コンテンツ提供装置４からコンテンツを受信すると、当
該コンテンツを、中継ＵＲＬへのアクセス元であるプロキシサーバ３に送信する（Ｓ１１
）。具体的には、中継部２３４は、中継ＵＲＬに含まれる識別子に対応する端末識別情報
を送信先とするコンテンツをコンテンツ提供装置４から受信すると、当該コンテンツを、
中継ＵＲＬへのアクセス元であるプロキシサーバ３に送信する。
【００４５】
　プロキシサーバ３は、中継装置２からコンテンツを受信すると、ＴＬＳコネクションを
用いて、当該コンテンツを、コンテンツの取得要求元である携帯端末１に送信する（Ｓ１
２）。
　携帯端末１の出力部１５３は、コンテンツ取得部１５２が、プロキシサーバ３からコン
テンツを受信すると、当該コンテンツを表示部１２に出力する。
【００４６】
　コンテンツ提供装置４は、コンテンツを送信すると、コンテンツの要求元を示す端末識
別情報と、当該コンテンツを送信したときの通信量とを関連付けた通信履歴情報を自身の
記憶部に記憶させる（Ｓ１３）。ここで、コンテンツ提供装置４は、コンテンツを送信し
た日時を示す情報を通信履歴情報に含めてもよい。
【００４７】
　中継装置２の記憶制御部２３５は、コンテンツの取得に要した通信量と、中継ＵＲＬに
含まれている識別子に対応する端末識別情報とを関連付けて、スポンサードデータサービ
スに対応しているプロバイダへの請求に関する通信履歴情報として、記憶部２２に記憶さ
せる（Ｓ１４）。これにより、通信ネットワークＮを提供する所定の通信事業者は、当該
通信履歴情報に基づいて、コンテンツに関する通信に対応する通信料金を携帯端末１に対
する請求から差し引くとともに、当該通信料金をコンテンツのプロバイダに請求すること
ができる。
【００４８】
［本実施形態における効果］
　以上のとおり、本実施形態に係る中継装置２は、端末識別情報とコンテンツＵＲＬとの
組み合わせを一意に特定する識別子をパラメータ情報として含む中継装置２のＵＲＬを、
中継ＵＲＬとして携帯端末１に送信する。そして、中継装置２は、中継ＵＲＬへのアクセ
スを受け付けると、当該中継ＵＲＬに含まれる識別子に対応するコンテンツＵＲＬに基づ
いてコンテンツを取得し、当該コンテンツＵＲＬを中継ＵＲＬへのアクセス元に送信する
。そして、中継装置２は、コンテンツの取得に要した通信量と、中継アドレスに含まれる
識別子に対応する端末識別情報とを関連付けて、スポンサードデータサービスに対応して
いるプロバイダへの請求に関する通信履歴情報として記憶部２２に記憶させる。
【００４９】
　このようにすることで、中継装置２は、携帯端末１が送受信するデータが暗号化される
場合であっても、携帯端末１がコンテンツを取得したときの通信履歴を記憶することがで
きる。
【００５０】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例
えば、中継装置２は、通信ネットワークＮにおけるゲートウェイであることとし、中継Ｕ
ＲＬに含まれる識別子に基づいてコンテンツを取得する場合に、当該識別子に対応する端
末識別情報をコンテンツの要求元としたが、これに限らない。コンテンツ提供装置４が、
ＨＴＴＰにおけるクッキー情報等を取得することにより、コンテンツの要求元を特定する
場合には、通信ネットワークＮにおけるゲートウェイを中継装置２として機能させなくて
もよい。
【００５１】
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　また、装置の分散・統合の具体的な実施の形態は、以上の実施の形態に限られず、その
全部又は一部について、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することが
できる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も
、本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は
、もとの実施の形態の効果を合わせ持つ。
【符号の説明】
【００５２】
１・・・携帯端末、１１・・・入力部、１２・・・表示部、１３・・・無線部、１４・・
・記憶部、１５・・・制御部、１５１・・・通知部、１５２・・・コンテンツ取得部、１
５３・・・出力部、２・・・中継装置、２１・・・通信部、２２・・・記憶部、２３・・
・制御部、２３１・・・取得部、２３２・・・識別子生成部、２３３・・・送信部、２３
４・・・中継部、２３５・・・記憶制御部、３・・・プロキシサーバ、４・・・コンテン
ツ提供装置、Ｎ・・・通信ネットワーク、Ｓ・・・通信システム

 

【図１】 【図２】
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